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【 国 際 特 許 分 類 】
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【 Ｆ Ｉ 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 3 月 2 7 日 ( 2 0 2 4 . 3 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 記 憶 部 に 記 録 さ れ た ロ ボ ッ ト を 制 御 す る 複 数 の 制 御 プ ロ グ ラ ム か ら 、 第 １ ロ ボ ッ ト を 制  
御 す る 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ ム の 候 補 の 適 否 を 推 定 す る 制 御 部 を 備 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、
　 前 記 第 １ ロ ボ ッ ト の 作 業 環 境 を 示 す 第 １ 環 境 情 報 を 取 得 し 、
　 前 記 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ ム を 実 行 す る 環 境 を 示 す 第 ２ 環 境 情 報 を 取 得 し 、
　 前 記 第 １ 環 境 情 報 と 前 記 第 ２ 環 境 情 報 と の 類 似 度 に 基 づ き 、 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ ム の 候 補  
の 適 否 を 推 定 す る 、 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 ユ ー ザ が 前 記 候 補 を 選 択 し た 際 に 、 前 記 候 補 の 適 否 を 推 定 す る 、 請 求 項  
１ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 候 補 の 推 定 結 果 に 基 づ き 、 ユ ー ザ の 制 御 プ ロ グ ラ ム の 選 択 不 備 を 推  
定 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 候 補 の 推 定 結 果 に 基 づ き 、 前 記 作 業 環 境 の 環 境 不 備 を 推 定 す る 、 請  
求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 環 境 不 備 と し て 、 前 記 第 １ ロ ボ ッ ト の 周 辺 に 準 備 す べ き 物 体 の 不 足  
若 し く は 過 剰 、 前 記 物 体 の 配 置 の 違 い 、 又 は 前 記 物 体 の 属 性 情 報 の 違 い を 検 出 す る 、 請 求  
項 ４ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 類 似 度 に 基 づ き 、 不 備 の 種 別 を 推 定 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処  
理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 制 御 部 は 、
　 前 記 候 補 の 使 用 状 況 を 示 す 使 用 情 報 を 取 得 し 、
　 前 記 類 似 度 お よ び 前 記 使 用 情 報 に 基 づ き 、 前 記 候 補 の 適 否 を 推 定 す る 、 請 求 項 １ に 記 載  
の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 第 １ ロ ボ ッ ト に 実 行 さ せ る 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ ム が 決 定 し た と き に 、  
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前 記 第 １ ロ ボ ッ ト の 制 御 が 実 行 さ れ る 環 境 を 示 す 第 ３ 環 境 情 報 を 、 前 記 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ  
ム と 関 連 づ け て 前 記 記 憶 部 に 記 録 さ せ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 第 ３ 環 境 情 報 に 基 づ き 、 前 記 候 補 の 適 否 の 判 断 基 準 を 修 正 す る 、 請  
求 項 ８ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 作 業 環 境 に 存 在 す る 物 体 の 位 置 に 関 す る 情 報 に 基 づ い て 、 環 境 不 備  
又 は 選 択 不 備 を 検 出 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 作 業 環 境 に 存 在 す る 物 体 は 、 前 記 作 業 環 境 に 配 置 さ れ て い る 周 辺 機 器 を 含 む 、 請 求  
項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 作 業 環 境 に 存 在 す る 物 体 の 属 性 情 報 に 関 す る 情 報 に つ い て 類 似 度 を  
算 出 す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ か ら １ ２ ま で の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 に お い て 適 切 な 状 態 で あ る  
と 判 定 さ れ て 出 力 さ れ た 制 御 プ ロ グ ラ ム を 実 行 し て 前 記 ロ ボ ッ ト を 制 御 す る ロ ボ ッ ト コ ン  
ト ロ ー ラ 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ か ら １ ２ ま で の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 と 、 請 求 項 １ ３ に 記 載 の ロ  
ボ ッ ト コ ン ト ロ ー ラ と 、 前 記 ロ ボ ッ ト と を 備 え る 、 ロ ボ ッ ト 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 情 報 処 理 装 置 に 記 録 さ れ た ロ ボ ッ ト を 制 御 す る 複 数 の 制 御 プ ロ グ ラ ム か ら 、 第 １ ロ ボ ッ  
ト を 制 御 す る 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ ム の 候 補 の 適 否 を 推 定 す る 情 報 処 理 装 置 が 、 前 記 第 １ ロ ボ  
ッ ト の 作 業 環 境 を 示 す 第 １ 環 境 情 報 を 取 得 す る こ と と 、
　 前 記 情 報 処 理 装 置 が 、 前 記 第 １ 制 御 プ ロ グ ラ ム を 実 行 す る 環 境 を 示 す 第 ２ 環 境 情 報 を 取  
得 す る こ と と 、
　 前 記 情 報 処 理 装 置 が 、 前 記 第 １ 環 境 情 報 と 前 記 第 ２ 環 境 情 報 と の 類 似 度 に 基 づ き 、 第 １  
制 御 プ ロ グ ラ ム の 候 補 の 適 否 を 推 定 す る こ と と を 含 む 、 情 報 処 理 方 法 。
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